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すこやかリズム体操 ダイヤビック 

 
 
 
身身体体活活動動はは運運動動だだけけででははなないい  

  

  多くの人が身体活動のイメージとして、思い描く内容の大半は“運動”のことが多いと 

思います。しかし、身体活動とは「運動」と「生活活動」で構成されています。 

 

身身体体活活動動＝＝運運動動＋＋生生活活活活動動  

  

  身体活動：安静にしている状態より多くのエネルギーを消費するすべての動作 

運動：身体活動のうち、体力の維持・向上を目的として計画的・意図的に行い、継続性の 

ある活動 

例：トレーニングやエアロビクス、スポーツ、余暇時間の散歩や活発な趣味 

生活活動：身体活動のうち、日常生活における労働、家事、通勤・通学 

例：家事、犬の散歩、子どもと遊ぶなどの生活上の活動、通勤、農作業などの仕事 

上の活動 

 

全全年年齢齢層層ににおおけけるる運運動動のの考考ええ方方  

    

現在の身体活動量を、少しでも増やします。例えば、今より毎日１０分ずつ長く歩くよう 

にします。 

例）・移動手段を徒歩や自転車に変更する。 

   ・積極的に外出する、散歩する。 

   ・仕事や家事の合間に身体を動かす。 

   ・地域の運動施設やスポーツイベントを活用する。 

   ・友人に会いに行く。 

参考資料：厚生労働省「健康づくりのための身体活動基準 2013」 

Topic 身体活動とは 
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▼▼第第６６章章  計計画画のの推推進進とと評評価価▼▼  

 

１ 計画の推進 

 

 計画を推進していくためには、市民一人ひとりが自分に応じた健康的な生活習慣を身につ

け、日頃から積極的に健康づくりに取り組んでいくことが重要です。 

また、健康づくりを推進するために個人のみではなく、地域の団体や、事業者、関係機関

等との連携をさらに強化し、市域全体で総合的、効果的に取組を展開していきます。 

  

２ 評価方法 

 

 計画の推進状況を客観的に評価するため、目標値を設定していますが、単なる数値的な目

標にとどまらず、市民の健康意識や社会環境等の変化を踏まえ、健康づくりの取組の中でＰ

ＤＣＡサイクル[計画（Ｐｌａｎ）→実施・実行（Ｄｏ）→点検・評価（Ｃｈｅｃｋ）→処

置・改善（Ａｃｔｉｏｎ）]を確立し、継続的に計画の進行管理を実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 評価スケジュール 

 

 計画に計上した市等の施策について、毎年、各所属に実施状況を確認するなど、着実な事

業の実施を図り進行管理を行います。また、計画期間中に国・県等の動向や社会情勢等に変

化が生じた場合には、必要に応じて見直しを行います。 

計画の中間年度である２０２６年度（令和８年度）には中間評価を、また最終年度である

２０２８年度（令和１０年度）には最終評価を実施し、基本目標の達成状況を評価します。 

 
ＰＰｌｌａａｎｎ（（計計画画））  

健康課題の抽出・分析 

および事業企画等 

ＡＡｃｃｔｔｉｉｏｏｎｎ  

（（処処置置・・改改善善））  
取組方法や体制等の見直し

ＣＣｈｈｅｅｃｃｋｋ  

（（点点検検・・評評価価））  

事業の成果に対する評価 

ＤＤｏｏ（（実実施施・・実実行行））  

健康づくりへの取組の

実施 

一一人人ひひととりりのの自自立立（（自自

律律））ししたた生生活活とと地地域域全全

体体のの健健康康づづくくりり  
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▼▼第第６６章章  計計画画のの推推進進とと評評価価▼▼  

 

１ 計画の推進 

 

 計画を推進していくためには、市民一人ひとりが自分に応じた健康的な生活習慣を身につ

け、日頃から積極的に健康づくりに取り組んでいくことが重要です。 

また、健康づくりを推進するために個人のみではなく、地域の団体や、事業者、関係機関

等との連携をさらに強化し、市域全体で総合的、効果的に取組を展開していきます。 

  

２ 評価方法 

 

 計画の推進状況を客観的に評価するため、目標値を設定していますが、単なる数値的な目

標にとどまらず、市民の健康意識や社会環境等の変化を踏まえ、健康づくりの取組の中でＰ

ＤＣＡサイクル[計画（Ｐｌａｎ）→実施・実行（Ｄｏ）→点検・評価（Ｃｈｅｃｋ）→処

置・改善（Ａｃｔｉｏｎ）]を確立し、継続的に計画の進行管理を実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 評価スケジュール 

 

 計画に計上した市等の施策について、毎年、各所属に実施状況を確認するなど、着実な事

業の実施を図り進行管理を行います。また、計画期間中に国・県等の動向や社会情勢等に変

化が生じた場合には、必要に応じて見直しを行います。 

計画の中間年度である２０２６年度（令和８年度）には中間評価を、また最終年度である

２０２８年度（令和１０年度）には最終評価を実施し、基本目標の達成状況を評価します。 

 
ＰＰｌｌａａｎｎ（（計計画画））  

健康課題の抽出・分析 

および事業企画等 

ＡＡｃｃｔｔｉｉｏｏｎｎ  

（（処処置置・・改改善善））  
取組方法や体制等の見直し

ＣＣｈｈｅｅｃｃｋｋ  

（（点点検検・・評評価価））  

事業の成果に対する評価 

ＤＤｏｏ（（実実施施・・実実行行））  

健康づくりへの取組の

実施 

一一人人ひひととりりのの自自立立（（自自

律律））ししたた生生活活とと地地域域全全

体体のの健健康康づづくくりり  
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▼▼資資料料編編▼▼  

１ 「健康いせはら２１（第４期）計画策定委員会」開催経過 

 

日程 内容 

第１回 令和５年 

７月１２日 

(1)計画策定の概要・策定スケジュールについて 

(2)令和３年度伊勢原市健康づくりに関する意識調査 

概要報告について 

(3)健康いせはら 21（第３期）計画達成状況について 

(4)健康いせはら 21（第４期）計画骨子（案）について 

第２回 令和５年 

９月２５日 

(1)健康いせはら 21（第４期）計画（素案）について 

第３回 令和５年 

１０月２４日 

(1)健康いせはら 21（第４期）計画（最終案）について 

 

 

２ 「健康いせはら２１（第４期）計画策定委員会」委員名簿 

 

区分 所属 職種等 氏名 

委員長 医療関係者 伊勢原市医師会 医師 秋澤 孝則 

副委員長 医療関係者 一般社団法人 

秦野伊勢原歯科医師会 

歯科医師 北村 政昭 

委員 医療関係者 東海大学医学部 医師 西崎 泰弘 

委員 保健行政関係者 平塚保健福祉事務所 

秦野センター 

保健福祉課 

保健師 

中井 綾 

委員 学識経験者 東海大学 

医学部看護学科 

准教授 三橋 祐子 

委員 運動関係者 有限会社 

ハイライフサポート 

健康運動指導士 佐藤 岳人 

委員 公募に応じた者 公募 一般市民 清水 俊昭 
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▼▼資資料料編編▼▼  

１ 「健康いせはら２１（第４期）計画策定委員会」開催経過 

 

日程 内容 

第１回 令和５年 
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(1)計画策定の概要・策定スケジュールについて 
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(4)健康いせはら 21（第４期）計画骨子（案）について 
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(1)健康いせはら 21（第４期）計画（素案）について 

第３回 令和５年 

１０月２４日 

(1)健康いせはら 21（第４期）計画（最終案）について 

 

 

２ 「健康いせはら２１（第４期）計画策定委員会」委員名簿 

 

区分 所属 職種等 氏名 

委員長 医療関係者 伊勢原市医師会 医師 秋澤 孝則 

副委員長 医療関係者 一般社団法人 

秦野伊勢原歯科医師会 

歯科医師 北村 政昭 

委員 医療関係者 東海大学医学部 医師 西崎 泰弘 

委員 保健行政関係者 平塚保健福祉事務所 

秦野センター 

保健福祉課 

保健師 

中井 綾 

委員 学識経験者 東海大学 

医学部看護学科 

准教授 三橋 祐子 

委員 運動関係者 有限会社 

ハイライフサポート 

健康運動指導士 佐藤 岳人 

委員 公募に応じた者 公募 一般市民 清水 俊昭 
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３ 健康いせはら２１計画策定委員会設置要綱 
 

（設置） 

第１条 健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第８条第２項の規定に基づく市町 

村健康増進計画（以下「計画」という。）の原案を策定するため、健康いせはら２ 

１計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 計画の原案の策定及び検討に関すること。 

(2) その他計画の原案の策定に必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる者のうちから７人以内の委員をもって組織する。 

(1) 医療関係者 

(2) 保健行政関係者 

(3) 保健団体関係者 

(4) 学識経験のある者 

(5) 公募に応じた者 

(6) その他健康又は運動に関して知識がある者 

２ 委員は、前項各号に定める者の中から市長が委嘱する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、計画の原案の策定作業が終了するまでとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ１人置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選出されて 

いないときは、市長がこれを行う。 

（意見の聴取等） 

第７条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴

くことができる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、健康管理主管課において処理する。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が会議

に諮って定める。 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この告示は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行後最初の会議は、第６条の規定にかかわらず、市長が招集する。 

   附 則（令和５年５月３１日告示第１０９号） 

 この告示は、令和５年６月１日から施行する。 
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